
発議第３０号 

 

流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

上記の議案を別紙のとおり､流山市議会会議規則第１４条第２項の規定

により提出します。  

 

平成２３年１１月２４日提出 

 

提 出 者 

議会運営委員会委員長 松尾 澄子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 昨今の経済情勢を反映し、人事院及び千葉県人事委員会により

示された勧告を勘案し、議員自らが議員報酬の額を見直すこと

により、その適正化を図るため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



流 山 市 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

流山市条例第６４号）の一部を次のように改正する。  

第２条中「５４７，７５０円」を「５４６，２５０円」に、「４８７，

９５０円」を「４８６，６５０円」に、「４５８，１５０円」を「４５６，

９００円」に改める。  

    附 則  

  この条例は、平成２３年１２月１日から施行する。  


